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【支払手段等の輸出入許可に係る処理要領について（平成２０年５月２２日財関第５９１号）】 
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改正後 改正前 

 

支払手段等の輸出入許可に係る処理要領について 

 

 

 関税定率法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に

関する政令（平成２０年政令第１２３号）の一部の施行に伴い、旅客又は

乗組員の携帯品のうち外国為替令（昭和５５年政令第２６０号。以下「外

為令」という。）第８条の２第１項第１号に掲げる支払手段又は証券に該

当するもの及び同項第２号に掲げる貴金属に該当するものの輸出入許可

に係る要領について、下記のとおり定めたので、平成２１年５月１２日

から、これにより実施されたい。 

 

記 

 

第１ 目的 

  国際的に資金洗浄・テロ資金対策の重要性が強調されている中で、諸

外国においてはキャッシュ・クーリエ対策を強化しており、多額の現金

等の国外への持出し・国内への持込みに対して税関への届出（又は報告）

制度を採用し、無届・虚偽届による国外への持出し・国内への持込みを

犯罪化するとともに、税関への無届・虚偽届があった場合の当該現金等

に係る出所及び目的の確認、疑わしい国外への持出し・国内への持込み

の差止、没収等を実施している。 

  我が国においても、国際的な取組みの強化に足並みを揃えつつ、税関

におけるキャッシュ・クーリエ対策を強化するため、一定額又は一定重

量を超える支払手段若しくは証券又は貴金属の携帯輸出入について申

告書による申告を求めることとし、多額の現金等を携帯品に隠匿して持

ち出そうとした場合又は持ち込もうとした場合に、税関が効率的に取り

締まることとするものである。 

 

第２ 用語の定義 

  この通達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

（１） 「支払手段」とは、外国為替に関する省令（昭和５５年大蔵省令

 

支払手段等の輸出入許可に係る処理要領について 

 

 

 関税定率法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に

関する政令（平成２０年政令第１２３号）の一部の施行に伴い、旅客又は

乗組員の携帯品のうち外国為替令（昭和５５年政令第２６０号。以下「外

為令」という。）第８条の２第１項第１号に掲げる支払手段又は証券に該

当するもの及び同項第２号に掲げる貴金属に該当するものの輸出入許可

に係る要領について、下記のとおり定めたので、平成２０年６月１日から、

これにより実施されたい。 

 

記 

 

第１ 目的 

 （同左） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 用語の定義 

 （同左） 

 

（１）～（５） （同左） 



新旧対照表（案） 

【支払手段等の輸出入許可に係る処理要領について（平成２０年５月２２日財関第５９１号）】 

（注）傍線を付した部分が改正部分である。 

- 2 - 

改正後 改正前 

第４４号。以下「外為省令」という。）第１０条第１項第１号に規

定する支払手段をいう。 

（２） 「証券」とは、外為省令第１０条第１項第２号に規定する証券を

いう。 

（３） 「貴金属」とは、外為省令第１０条第１項第３号に規定する貴金

属をいう。 

（４） 「申告書」とは、別紙様式として規定する「支払手段等の携帯輸

出・輸入申告書」をいう。 

（５） 「システム」とは、税関手続申請システム（ＣｕＰＥＳ）をいう。

 

第３ 申告の対象等 

 １ 申告対象 

   旅客又は乗組員（以下「旅客等」という。）が、次のいずれかに該

当する支払手段等（支払手段又は証券をいう。以下同じ。）又は貴金

属を携帯して輸出し、又は輸入しようとする場合。 

（１） 携帯して輸出し、又は輸入しようとする支払手段等の額（支払手

段が二以上ある場合、証券が二以上ある場合又は支払手段及び証券が

合わせて二以上ある場合には、それぞれの価額として外為省令第１０

条第２項各号に定める方法により計算した額の合計額）が１００万円

（北朝鮮を仕向地とする輸出にあっては３０万円）に相当する額を超

えるもの。 

（２） 携帯して輸出し、又は輸入しようとする貴金属の重量（当該貴金

属が二以上ある場合には、それぞれの重量の合計重量）が１キログラ

ムを超えるもの。 

 ２ 申告者 

（１） 申告者とは、申告を要する支払手段等又は貴金属を、実際に携帯

して輸出し、又は輸入しようとする者をいう。 

（２） 家族等同一グループの構成員各人が、当該同一グループのものと

して輸出し、又は輸入しようとする支払手段等又は貴金属を分散し

て携帯している場合であって、当該各人の携帯する支払手段等の金

額又は貴金属の重量が、申告を要する金額又は重量に満たない場合

においては申告書による申告は不要となる。 

（３） 家族等同一グループの代表者が、当該同一グループの構成員各人

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 申告の対象等 

 １ 申告対象 

 （同左） 

 

 

（１） 携帯して輸出し、又は輸入しようとする支払手段等の額（支払手

段が二以上ある場合、証券が二以上ある場合又は支払手段及び証券が

合わせて二以上ある場合には、それぞれの価額として外為省令第１０

条第２項各号に定める方法により計算した額の合計額）が１００万円

に相当する額を超えるもの。 

 

（２） （同左） 

 

 

 ２ 申告者 

 （１）～（３） （同左） 
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に帰属する支払手段等又は貴金属を一括して携帯している場合で

あって、当該一括して携帯する支払手段等の金額又は貴金属の重量

が申告書による申告を要するものに該当する場合には、当該代表者

が申告者になる。この場合において、当該代表者が一括して携帯す

る支払手段等又は貴金属の構成員各人への帰属先が容易に判明す

る場合には、当該判明分は当該帰属する構成員各人が携帯している

ものとして、上記（２）に準じて取り扱って差し支えない。 

 ３ 申告書の受理及び許可 

   一定額又は一定重量を超える支払手段等又は貴金属の輸出入許可

に係る事務処理については、次に定めるところによる。この場合にお

いては、旅客等の国際間の移動を阻害することなく、適正かつ迅速な

事務処理を実施するよう配慮することとする。 

（１） 関税法施行令第５８条（同令第５９条第１項ただし書において準

用する場合を含む。）の規定に基づき、旅客等が、携帯して輸出し、

又は輸入をしようとする支払手段等の金額又は貴金属の重量が申

告書による申告を要するものである場合には、支払手段等又は貴金

属を輸出し、又は輸入しようとする者が、書面による申告にあって

は、当該輸出し、又は輸入をしようとする日までに申告書を提出し

て行い、システムによる申告にあっては、当該輸出し、又は輸入を

しようとする日までに、当該輸出し、又は輸入しようとする者の使

用に係る電子計算機から入力をして申告を行う。 

（２） 申告書の受理に当たっては、申告書の該当項目に記入漏れがない

かを確認の上、処理すること。ただし、システムを使用して申告が

行われた場合には、この限りでない。 

（３） 申告を許可する場合には、当該申告書の「税関記入欄」に許可年

月日を記入し、受理印を押印の上、うち１通を税関で保管し、また、

他の１通を許可書として申告者に交付すること。 

（４） システムによる申告をした者は、申告の対象となる支払手段等又

は貴金属を輸出し、又は輸入しようとする前に、申告の内容を変更

し、又は取下げようとするときは、当該支払手段等又は貴金属を輸

出し、又は輸入しようとする日までに、書面による申告にあっては

申告書を提出し、システムによる申告にあっては、当該者の使用に

係る電子計算機から入力して変更又は取下げの申告を行う。この場

 

 

 

 

 

 

 

 ３ 申告書の受理及び許可 

 （同左） 

 

 

 

（１）～（４） （同左） 
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合において、書面による申告にあっては、申告書裏面の「（その他

の事項）」欄に変更又は取下げの申告である旨を記入する。 

 ４ 申告書の記入要領 

   申告を要する旅客等が申告書を作成するに当たっては、申告書様式

の裏面「記入要領」に留意の上、記入する。この場合において、申告

をする者の使用に係る電子計算機から入力して申告を行うに当たっ

ては、「税関手続申請システム（ＣｕＰＥＳ）事務処理要領」に留意

の上、入力する。 

（１） 輸出又は輸入の別、輸出し、又は輸入しようとする支払手段等又

は貴金属の種類の別等の区分に応じ、様式中の□の該当欄にチェッ

クする。 

（２） 氏名（ローマ字を含む。）は楷書により判読できるように記入す

る。 

（３） １の「（１）支払手段又は証券」の額は、各欄の区分に応じ、そ

の額を原通貨で記入する。この場合において本邦通貨又は本邦通貨

建てのものにあっては１０万円（北朝鮮を仕向地とする輸出にあっ

ては１万円）未満の額を、また外国通貨又は外国通貨建てのものに

あっては１０万円（北朝鮮を仕向地とする輸出にあっては１万円）

相当額未満の額をそれぞれ切り捨てて記入して差し支えない。 

（４） 証券を輸出し、又は輸入しようとする場合にあっては、当該証券

の種類及び数量を申告書裏面の「（その他の事項）」欄に記入する。

この場合において、システムによる申告については、共通項目の「記

事欄」に入力する。 

（５） 証券を輸出し、又は輸入しようとする場合における申告価額は、

申告をしようとする日の証券の時価、帳簿価額又は取得価額のいず

れか大きい額とするが、上記のいずれかの額が判明しないときは、

申告の時点において判明している額のうちいずれか大きい額を記

入しても差し支えない。 

    なお、上記のいずれの額も判明しないとき又は無償により取得し

た場合であって、上記により金額の算定ができないときは、その旨

をあわせて申告書裏面の「（その他の事項）」欄に注記の上、当該証

券の額面金額で記入しても差し支えない。この場合において、シス

テムによる申告については、共通項目の「記事欄」にその旨を入力

 

 

 ４ 申告書の記入要領 

 （同左） 

 

 

 

 

（１）～（２） （同左） 

 

 

 

 

（３） １の「（１）支払手段又は証券」の額は、各欄の区分に応じ、そ

の額を原通貨で記入する。この場合において本邦通貨又は本邦通貨

建てのものにあっては１０万円未満の額を、また外国通貨又は外国

通貨建てのものにあっては１０万円相当額未満の額をそれぞれ切

り捨てて記入して差し支えない。 

 

（４）～（５） （同左） 
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の上、当該証券の額面金額で入力しても差し支えない。 

（６） １の（１）「合計金額」欄は、１００万円（北朝鮮を仕向地とす

る輸出にあっては１０万円）未満の額は切り捨てた上で記入する。

この場合において、外国通貨若しくは外国通貨をもって表示される

支払手段等を本邦通貨に換算する場合に使用する換算相場は、申告

の対象となる支払手段等を輸出し、又は輸入しようとする日におい

て適用される外国為替相場を用いて行う。 

    なお、申告者の利便に供するため、当該外国為替相場を申告書の

受理場所に備え付けておくとともに、インターネットを利用して閲

覧に供しておくこと。 

（７） 貴金属の合計重量は、１キログラム未満を切り捨てた上で記入す

る。 

    なお、金の地金の重量をトロイオンスからキログラムに換算する

場合の換算率は、１トロイオンスにつき、３１．１０３４８グラム

とする。 

（８） 「２ 仕向地（又は積出地）の名称等」の記入は、次によること

とする。 

   ① 輸出をしようとする場合 

     申告者が搭乗（乗船）する航空機（船舶）の名称及び降機（下

船）を予定する地名を記入する。 

   ② 輸入をしようとする場合 

     申告者が降機（下船）する航空機（船舶）の名称及び搭乗（乗

船）した地名を記入する。 

（９） 支払手段等又は貴金属を輸出する場合にあっては、出国の際に利

用する航空機又は船舶の出港予定日が申告書の税関での提出の日

と同一の日となっている場合には「申告の日」欄に、提出の日の翌

日となっている場合には「申告の日の翌日」欄にチェックをする。

また、システムによる申告については、「輸出（又は輸入）の実行

の日」欄に、支払手段等又は貴金属を輸出し、又は輸入しようとす

る日を西暦により入力する。 

 

 

 

 

（６） １の（１）「合計金額」欄は、１００万円未満の額は切り捨てた

上で記入する。この場合において、外国通貨若しくは外国通貨をも

って表示される支払手段等を本邦通貨に換算する場合に使用する

換算相場は、申告の対象となる支払手段等を輸出し、又は輸入しよ

うとする日において適用される外国為替相場を用いて行う。 

 

    なお、申告者の利便に供するため、当該外国為替相場を申告書の

受理場所に備え付けておくとともに、インターネットを利用して閲

覧に供しておくこと。 

（７）～（９） （同左） 
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